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議 案 名 

議案第４０号  工事請負契約の変更契約の締結について…………………  １  

議案第４１号  専決処分の承認を求めることについて……………………  ２  

議案第４２号  専決処分の承認を求めることについて……………………  ６  

 

 



 

議案第４０号  

工事請負契約の変更契約の締結について  

浅間川都市下水路改修工事に関する工事請負契約（令和３年９月３０日議

決第１０５号）を下記のとおり変更する契約を締結することについて、議決

を求める。  

令和４年５月２０日提出  

上尾市長   畠  山   稔  

                 記  

１  変 更 前 の 契 約 金 額  ２０３，０７４，３００円  

２  変 更 後 の 契 約 金 額  ２０７，００５，７００円  

３  今回変更による増額    ３，９３１，４００円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

浅間川都市下水路改修工事における土留め工の変更等に伴い、当該工事

の契約金額を変更する契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約

及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、この案を提出

する。  
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議案第４１号  

専決処分の承認を求めることについて  

 上尾市税条例の一部を改正する条例について、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第１７９条第１項本文の規定により、別紙のとおり専決処分し

たので、その承認を求める。  

令和４年５月２０日提出  

上尾市長   畠  山   稔  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

地方税法等の一部を改正する法律（令和４年法律第１号）が令和４年３

月３１日に公布されたことに伴い、緊急に上尾市税条例を改正する必要が

生じ、同日上尾市税条例の一部を改正する条例を専決処分したので、地方

自治法第１７９条第３項の規定により、この案を提出する。  

-2-



 

 

             専  決  処  分  書  

 下記の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条

第１項本文の規定により、専決処分する。  

  令和４年３月３１日  

                  上尾市長   畠  山   稔      

                 記  

   上尾市税条例の一部を改正する条例  

 上尾市税条例（昭和３０年上尾市条例第１３号）の一部を次のように改正

する。  

 第４８条第９項中「第３２１条の８第６０項」を「第３２１条の８第６２

項」に、「同条第６０項」を「同条第６２項」に改め、同条第１５項中「第

３２１条の８第６９項」を「第３２１条の８第７１項」に改める。  

 附則第１０条の２第１項中「令和２年４月１日から令和４年３月３１日ま

で」を「令和４年４月１日から令和６年３月３１日まで」に改め、同条第２

項中「令和２年４月１日から令和４年３月３１日まで」を「令和４年４月１

日から令和６年３月３１日まで」に、「４分の３」を「５分の４」に改め、

同条第３項中「附則第１５条第１６項」を「附則第１５条第１５項」に改め、

同条第４項中「附則第１５条第２３項」を「附則第１５条第２２項」に改め、

同条第５項中「附則第１５条第２４項第１号」を「附則第１５条第２３項第

１号」に改め、同条第６項中「附則第１５条第２４項第２号」を「附則第１

５条第２３項第２号」に改め、同条第７項中「附則第１５条第２４項第３

号」を「附則第１５条第２３項第３号」に改め、同条第８項中「附則第１５

条第２５項第１号」を「附則第１５条第２４項第１号」に改め、同条第９項

中「附則第１５条第２５項第２号」を「附則第１５条第２４項第２号」に改

め、同条第１０項中「令和４年３月３１日」を「令和６年３月３１日」に、

「附則第１５条第２７項第１号イ」を「附則第１５条第２６項第１号イ」に

改め、同条第１１項中「令和４年３月３１日」を「令和６年３月３１日」に、

「附則第１５条第２７項第１号ロ」を「附則第１５条第２６項第１号ロ」に

改め、同条第１２項中「令和４年３月３１日」を「令和６年３月３１日」に、

「附則第１５条第２７項第１号ハ」を「附則第１５条第２６項第１号ハ」に
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改め、同条第１３項中「令和４年３月３１日」を「令和６年３月３１日」に、

「附則第１５条第２７項第１号ニ」を「附則第１５条第２６項第１号ニ」に

改め、同条第１４項中「令和４年３月３１日」を「令和６年３月３１日」に、

「附則第１５条第２７項第２号イ」を「附則第１５条第２６項第２号イ」に

改め、同条第１５項中「令和４年３月３１日」を「令和６年３月３１日」に、

「附則第１５条第２７項第２号ロ」を「附則第１５条第２６項第２号ロ」に

改め、同条第１６項中「令和４年３月３１日」を「令和６年３月３１日」に、

「附則第１５条第２７項第２号ハ」を「附則第１５条第２６項第２号ハ」に

改め、同条第１７項中「令和４年３月３１日」を「令和６年３月３１日」に、

「附則第１５条第２７項第３号イ」を「附則第１５条第２６項第３号イ」に

改め、同条第１８項中「令和４年３月３１日」を「令和６年３月３１日」に、

「附則第１５条第２７項第３号ロ」を「附則第１５条第２６項第３号ロ」に

改め、同条第１９項中「令和４年３月３１日」を「令和６年３月３１日」に、

「附則第１５条第２７項第３号ハ」を「附則第１５条第２６項第３号ハ」に

改め、同条第２０項中「附則第１５条第３０項」を「附則第１５条第２９

項」に改め、同条第２１項中「附則第１５条第３４項」を「附則第１５条第

３３項」に改め、同条第２２項中「附則第１５条第３５項」を「附則第１５

条第３４項」に改め、同条第２３項中「附則第１５条第４２項」を「附則第

１５条第３９項」に改め、同条中第２６項を第２７項とし、第２５項を第２

６項とし、同条第２４項中「附則第１５条第４６項各号」を「附則第１５条

第４３項各号」に改め、同項の次に次の１項を加える。  

２５  令和４年４月１日から令和７年３月３１日までの間に指定された法附

則第１５条第４４項に規定する貯留機能保全区域内にある土地に係る固定

資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に乗ずる同項に規定する

条例で定める割合は、４分の３とする。  

 附則第１０条の３第１０項中「熱損失防止改修住宅」を「熱損失防止改修

等住宅」に、「熱損失防止改修専有部分」を「熱損失防止改修等専有部分」

に、「熱損失防止改修工事」を「熱損失防止改修工事等」に改め、同条第１

２項中「特定熱損失防止改修住宅又は」を「特定熱損失防止改修等住宅又

は」に、「特定熱損失防止改修住宅専有部分」を「特定熱損失防止改修等住

宅専有部分」に、「熱損失防止改修工事」を「熱損失防止改修工事等」に改
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める。  

 附則第１２条第１項中「１００分の５」の次に「（商業地等に係る令和４

年度分の固定資産税にあっては、１００分の２．５）」を加える。  

 附則第１４条中「附則第１３条の２第１項」の次に「（同条第３項におい

て準用する場合を含む。）又は第４項」を加える。  

 附則第１６条の３中「第１５項から第１９項まで、第２１項、第２２項、

第２６項、第２９項、第３３項から第３５項まで、第３７項から第３９項ま

で、第４２項若しくは第４３項」を「第１４項から第１８項まで、第２０項、

第２１項、第２５項、第２８項、第３２項から第３６項まで、第３９項、第

４０項若しくは第４４項」に改める。  

 附則第１６条の５第１項中「１００分の５」の次に「（商業地等に係る令

和４年度分の都市計画税にあっては、１００分の２．５）」を加える。  

   附  則  

 （施行期日）  

第１条  この条例は、令和４年４月１日から施行する。  

 （固定資産税に関する経過措置）  

第２条  別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の上尾市税条

例（以下「新条例」という。）の規定中固定資産税に関する部分は、令和

４年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和３年度分までの固

定資産税については、なお従前の例による。  

２  令和２年４月１日から令和４年３月３１日までの間に取得された地方税

法等の一部を改正する法律（令和４年法律第１号）第１条の規定による改

正前の地方税法附則第１５条第２項に規定する施設又は設備に対して課す

る固定資産税については、なお従前の例による。  

 （都市計画税に関する経過措置）  

第３条  新条例の規定中都市計画税に関する部分は、令和４年度以後の年度

分の都市計画税について適用し、令和３年度分までの都市計画税について

は、なお従前の例による。
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議案第４２号  

専決処分の承認を求めることについて  

令和４年度上尾市一般会計補正予算（第１号）について、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第１７９条第１項本文の規定により、別紙のとおり

専決処分したので、その承認を求める。  

令和４年５月２０日提出  

上尾市長   畠  山   稔      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

新型コロナウイルスワクチン第二期追加接種（４回目接種）に必要な体

制を実際の接種より前に整備するため、その経費を計上した令和４年度上

尾市一般会計補正予算（第１号）を緊急に編成する必要が生じ、令和４年

４月２７日専決処分したので、地方自治法第１７９条第３項の規定により、

この案を提出する。
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第
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表
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補
 
 
正

歳
　
入

単
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千

円

款
項

補
正

前
の

額
補

正
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1
5
国

庫
支

出
金

1
2
,
7
8
1
,
7
7
4

1
8
5
,
6
5
3

1
2
,
9
6
7
,
4
2
7

 
 
2
国

庫
補
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1
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5
3
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